
第7次改訂版にあたって

　本書は，昇任試験の合格を目指す自治体職員の方々に向け

て，主要4科目の頻出ポイントを101に絞り込んだ問題集です。

　実務にたずさわっている自治体職員にとって，昇任昇格試験

の勉強というのは，いろいろな制約があるものです。たとえ

ば，仕事が忙しかったり，お酒のつきあいがあったり，あるい

は，家事や子育てがあったり等さまざまな理由によって試験勉

強にかける時間を確保できないのが普通です。

　そこで，昇任昇格試験を経験したメンバーで構成されている

当研究会では，同様の悩みの中での学習を余
よ

儀
ぎ

なくされた自ら

の体験をもとに，受験者の方々が短期間に，最小限の労力で，

合格を勝ちとるための問題集を，というねらいで1995（平成

7）年に頻出ランク付・昇任試験シリーズを誕生させました。

　シリーズ8作目の『重要問題101問』は初版刊行以来，本書

で収録する憲法においてはより精緻化した解釈や判例が示さ

れ，地方自治法，地方公務員法においては法改正等があり，そ

れらに対応すべく25年以上版を重ねてまいりました。

　今回の改訂でのポイントは次のとおりです。

○憲法：より分かりやすい解説のために生存権や表現の自由に

関する判例などを追加で収録。

○地方自治法：請負禁止の範囲の明確化・緩和，災害等の場合

の議会の招集日の変更（令4法101），地方議会の役割の明確化

（令5法19）等といった改正に対応。

○地方公務員法：定年引上げに伴う役職定年制，定年前再任用

短時間勤務制の導入（令3法63）等といった改正に対応。

　　iii

　その他，最新の出題状況をふまえて全体を精査し，一部問題

を見直して，第7次改訂版として発刊することといたしまし

た。

　本書はまた，次のような特徴をもっています。

○ 憲法，地方自治法，地方公務員法，行政法の各科目で実際に

出題された問題を中心に，昇任試験の合格を確実なものにす

るために必ず熟知しておかねばならない項目について，必要

最小限の101問のみを選りすぐり，1冊に収録しています。

○ 図表を多用して，必要な知識の整理がひとめで分かるように

しています。

○ 各法律科目の中でも，出題頻度の高い順に，★★★，★★，

★の三段階のランクを付けてあるので，時間のない時など，

頻度の高いものから学ぶと効果的です。

○ 五肢
し

択一の問題を左頁に，各肢に対応する解説を右頁に，で

きるだけ条文，判例，実例を掲げるように努めています。

○ 「正解チェック欄」を設けてあるので，一度当たって解けな

かった問題をチェックしておけば，試験直前の再学習に便利

です。

　このようなメリットをもつ本書は，試験を直前に控えた受験

者には総まとめの問題集として，あるいは最短期間の学習で合

格をねらう受験者にとってはもっとも効果的な問題集として，

非常に有効であると確信します。

　受験者各位が本書をフルに活用し，難関を突破されることを

期待しています。

　　令和6年3月

地方公務員昇任試験問題研究会
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重要問題 IOI 問・目次

★★★，★★，★……頻度順の星印

憲　　　法

1　前文その他   ★★★ 2

2　天皇   ★ 4

3　憲法9条   ★★ 6

4　基本的人権と公共の福祉   ★ 8

5　基本的人権とその制限   ★★ 10

6　法の下の平等   ★★★ 12

7　信教の自由   ★★ 14

8　表現の自由   ★★★ 16

9　居住・移転の自由又は職業選択の自由   ★★ 18

10　教育の権利義務   ★ 20

11　刑事手続上の権利   ★★ 22

12　国会議員の特権   ★★ 24

13　国政調査権   ★ 26

14　衆議院の優越   ★★★ 28

15　内閣総理大臣と内閣   ★★ 30

16　内閣の総辞職   ★★ 32

17　裁判官の身分保障   ★ 34

18　違憲審査権   ★★★ 36

19　租税法律主義   ★ 38

20　憲法改正   ★★★ 40
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地方自治法

21　地方公共団体の種類及び事務   ★★ 42

22　地方公共団体の区域（廃置分合・境界変更）
　　   ★★ 44

23　条例と規則   ★★★ 46

24　直接請求制度   ★★★ 48

25　議員の兼職，兼業の禁止   ★★★ 50

26　100条調査権   ★★★ 52

27　議長・副議長の地位   ★★★ 54

28　議決事件   ★★ 56

29　議会の招集   ★★★ 58

30　議会の委員会制度   ★★★ 60

31　議会の会議（定足数・議事の表決）   ★★ 62

32　議会の紀律，懲罰   ★★ 64

33　長の権限   ★★ 66

34　長の職務の代理   ★★ 68

35　補助機関   ★★★ 70

36　議会と長との関係（再議制度）   ★★★ 72

37　議会と長との関係（不信任議決，専決処分）
 　　  ★★★ 74

38　行政委員会   ★ 76

39　監査制度   ★★★ 78

40　外部監査制度   ★★ 80

41　予算・決算   ★★★ 82
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42　継続費，繰越明許費，債務負担行為，予備費
　　   ★★ 84

43　契約   ★★ 86

44　使用料及び手数料   ★★ 88

45　地方公共団体の財産   ★★ 90

46　住民監査請求   ★★★ 92

47　職員の賠償責任   ★★★ 94

48　公の施設   ★★★ 96

49　地方公共団体に対する国等の関与等   ★★★ 98

50　特別区   ★ 100

地方公務員法

51　地方公務員の種類   ★★★ 102

52　人事委員会又は公平委員会   ★★ 104

53　欠格条項   ★ 106

54　職員の任用   ★★ 108

55　職員の離職   ★★★ 110

56　定年退職   ★★★ 112

57　条件付採用・臨時的任用   ★★★ 114

58　会計年度任用職員   ★★★ 116

59　職員の給与   ★★★ 118

60　職員の勤務時間   ★★ 120

61　分限処分   ★★★ 122

62　懲戒処分   ★★★ 124

63　法令及び上司の職務命令に従う義務   ★★ 126

64　信用失墜行為   ★★★ 128
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65　秘密を守る義務   ★★★ 130

66　職務専念義務   ★★ 132

67　政治的行為の制限   ★★★ 134

68　営利企業への従事等の制限   ★★★ 136

69　勤務条件に関する措置要求   ★★★ 138

70　不利益処分に関する審査請求   ★★★ 140

行　政　法

71　行政行為の公定力   ★★★ 142

72　行政行為の効力   ★★★ 144

73　行政裁量──①   ★★★ 146

74　行政裁量──②   ★★ 148

75　行政行為の種類──①   ★★★ 150

76　行政行為の種類──②   ★★★ 152

77　行政行為の種類──③   ★★ 154

78　無効又は取り消しうべき行政行為   ★★★ 156

79　行政行為の成立要件   ★★ 158

80　行政行為の撤回   ★★ 160

81　行政行為の附款   ★★ 162

82　行政上の強制執行と即時強制   ★★ 164

83　行政上の強制執行   ★★★ 166

84　行政代執行   ★★ 168

85　行政罰   ★★ 170

86　行政調査   ★★ 172

87　行政事件訴訟の類型   ★★★ 174

88　取消訴訟の提起の要件   ★★★ 176
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89　抗告訴訟──①   ★★★ 178

90　抗告訴訟──②   ★★ 180

91　行政事件訴訟法における執行停止制度   ★★ 182

92　不服申立ての種類   ★★★ 184

93　行政不服審査法上の教示制度   ★★ 186

94　裁決の種類   ★★ 188

95　裁決の効力   ★★ 190

96　公権力の行使にかかる賠償責任   ★★★ 192

97　公の営造物の設置管理にかかる賠償責任
　　   ★★★ 194

98　損失補償   ★★ 196

99　行政立法   ★★ 198

100　行政手続法（申請に対する処分，不利益処分）
 　　   ★★ 200

101　行政手続法（行政指導）   ★★ 202
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Q
★★★

　憲法前文に関する記述として妥当なものは，次のどれか。

　1 　前文は，天皇が憲法を法定の手続きにより制定し公布する

ことを宣言するために憲法の前に付されたものであり，憲法

の構成部分ではない。

　2 　前文は，憲法本文の解釈の基準を示すとともに，憲法の根

本規範を規定し，憲法改正を含めてすべての将来の立法を拘

束する法的限界を述べたものである。

　3 　前文は，憲法を制定するに至った由来，すなわち日本国民

がこの憲法を制定したという歴史的事実を述べたものであ

り，何ら法的原理を述べたものではない。

　4 　前文は，憲法における統治機構の基本原理，すなわち三権

分立制について述べたものであり，この原理に反する一切の

立法を排除するという法的効力を有する。

　5 　前文は，憲法における基本原理のうち国際平和主義と基本

的人権の尊重を述べ，憲法本文の解釈の指針を示すものであ

るが，民主主義の原理については必ずしも明らかに述べてい

ない。

1　前文その他

2　――　憲　　　法

A正解チェック欄
1
回
目

2
回
目

3
回
目

憲

法　前文は憲法の構成部分として憲法改正権を法的に拘束するという法
規範性を肯定するのが通説である。前文を直接の根拠として裁判所に
救済を求めることができるかという，いわゆる裁判規範性については
否定するのが通説・判例だが，平和的生存権に関して肯定した例があ
る（長沼事件第一審；札幌地判昭48.9.7，自衛隊イラク派遣事件控訴
審；名古屋高判平20.4.17）。いずれにしても前文の精神は，各条文に
反映していて重要である。前文の精神とは人権の尊重を基調とする，
代表民主制，国際協調主義，平和主義，国民主権などである。
　1 　誤り。上諭と違って，前文は，「日本国憲法」という題名の後
に置かれ，また内容的にも憲法の構成部分である。

　2 　正しい。前文は，憲法本文の解釈基準と憲法改正の限界を示し
ている。

　3 　誤り。前文は，憲法制定の由来，目的，基本原理に関して詳細
に述べている。

　4 　誤り。前文は三権分立制について言及していない。
　5 　誤り。前文の第一段で，リンカーンの名言を踏まえて，民主主
義の原理について詳しく述べている。なお前文には「民主主義」
「国際平和主義」「基本的人権の尊重」という用語は使われていな
いが，いずれも趣旨は盛り込まれている。ただし表現として「明
らかに述べて」いるかという点では，「基本的人権の尊重」につ
いては消極的であると言わざるを得ない。

 

上　　　論

　明治憲法下の法律や予算の公布に際して，表題の前に付された天
皇のことば。新憲法にも題名の前に置かれているが，憲法の構成部
分ではない。

正解　2

前文その他　――　3


